
ボランティア保険について 

大阪府社会福祉協議会が、日本国内における、ボランティア活動中（宿泊を伴う活動を含む）の万が一の事故に備え

てボランティア保険を案内しています。 

 

 

皆さんがボランティア活動中に思わぬアクシデントが起こり、怪我をしてしまった際や、誰かを傷つけてしまっ

た際、または財物に損害を与えてしまった時の為にボランティア保険があります。 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動保険 

補償概要 ボランティアがボランティア活動中に、①偶然な事故によってケガをした場合

の「損害保険」」②第三者の身体や財物に損害を与えた場合の「賠償責任保険」 

加入対象 無償活動であること（交通費実費等は除く） 

活動のための会議や往復途上も含む 

自助活動は補償対象外 

保険期間 毎年 4月 1日から翌年 3月 31日まで 

（中途加入は受付日の翌日から） 

補償内容 Aプラン Bプラン Cプラン（天災プラン） 

損
害
保
険
部
分 

死亡保険金 死亡・後遺障害保険金額 

1420万 

死亡・後遺障害保険金額 

2090万 

死亡・後遺障害保険金額 

1660万 後遺障害保険金 

入院保険金 6500円（日額） 11000円（日額） 6500円（日額） 

手術保険金 入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率を乗じた額 

通院保険金 2500円（日額） 5000円（日額） 3000円（日額） 

補

償
責

任

保
険

部
分 

対人対物 

共通 

1事故につき 5億円（限度額） 

免責金額なし 

年間保険料（１人） 300円 500円 600円 

◆1度ボランティア保険に加入すると、翌日から翌年 3月 31日まで補償されます。 

◆詳細はボランティア活動支援グループまたは各キャンパスオフィスにある「案内所」を取りに来て、内容を確認してください。 

みなさんに安心・安全にボランティア活動をしてもらうために、関西大学では Bプランを推奨しております。 

万が一の備えや安心のためにボランティア保険へ加入するようにしてください。 

 

！！！重要！！！ 

どんな時に補償されるの？？ 

例えば… 

・学童ボランティア活動中に子どもがぶつかってきてワザとではないが怪我をさせてしまった。 

・ゴミ拾いのボランティア中に指を切ってしまった。 

 

 

B

②自宅近くの社会福祉協議会へ GO！！ 

（例：関西大学千里山キャンパスからだと豊津駅近くに吹田市社会福祉協議会があります。）

その他の地域にも申込ができる場所があります。） 

 

③ボランティア活動を enjoy！！ 

 

 

                

 

 

 

①そうだ！ボランティアをしよう！ 


